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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも一対の電極と、セパレータと、および電解質とを有し、
　前記一対の電極の一方は、シリコンを有する層を有し、
　前記シリコンを有する層は、錘状の第１の突起部と柱状の第２の突起部とを有し、
　前記第１の突起部の軸方向と前記第２の突起部の軸方向とは異なり、
　前記第１の突起部は、複数の第１の結晶領域を有し、
　前記複数の第１の結晶領域は、前記第１の突起部の軸方向と略一致する第１の結晶方位
をそれぞれ有し、
　前記第１の結晶方位は、＜１１０＞であり、
　前記第２の突起部は、複数の第２の結晶領域を有し、
　前記複数の第２の結晶領域は、前記第２の突起部の軸方向と略一致する第２の結晶方位
をそれぞれ有し、
　前記第２の結晶方位は、＜２１１＞である蓄電装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、シリコン結晶体および該シリコン結晶体を用いた蓄電装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　リチウムイオン二次電池、リチウムイオンキャパシタ、および空気電池など蓄電装置の
開発が盛んに行われているなか、リチウムイオン二次電池は、携帯電話や、電気自動車（
ＥＶ：Ｅｌｅｃｔｒｉｃ　Ｖｅｈｉｃｌｅ）などの様々な用途に用いられており、リチウ
ムイオン二次電池に求められる特性として、高エネルギー密度化、サイクル特性および様
々な動作環境での安全性などがある。
【０００３】
　蓄電装置用の電極は、集電体の一表面に活物質を形成することにより作製される。活物
質としては、例えば、炭素またはシリコンなどのキャリアとなるイオンの吸脱着が可能な
材料が用いられる。例えば、シリコン、またはリンがドープされたシリコンは、炭素に比
べ、理論容量が大きく、蓄電装置の大容量化という点において優れている（例えば特許文
献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００１－２１０３１５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、シリコンを負極活物質に用いても、理論容量ほど高い放電容量を得ることは困
難である。そこで、本発明は上記課題を鑑み、より放電容量を高めることが可能な負極活
物質を提供することを課題の一とする。該負極活物質を用いた高性能な蓄電装置を提供す
ることを課題の一とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の課題を解決する負極活物質は、一方向の伸張方向を有し複数の結晶領域を含む
シリコン結晶体を含み、該複数の結晶領域は、該シリコン結晶体の伸張方向と略一致する
一の結晶方位をそれぞれ有している。
【０００７】
　つまり、本発明の一態様は、複数の結晶領域を含むシリコン結晶体であって、シリコン
結晶体は一方向の伸張方向を有し、複数の結晶領域は略一致する一の結晶方位（優先方位
ともいう）をそれぞれ有し、伸張方向と優先方位は略一致することを特徴とするシリコン
結晶体である。
【０００８】
　上記シリコン結晶体において、複数の結晶領域がそれぞれ有し、略一致する一の結晶方
位は、上記シリコン結晶体の形状によって二種類存在し、一方は＜１１０＞であり、他方
は＜２１１＞である。
【０００９】
　つまり、本発明の別の一態様は、略一致する一の結晶方位は、＜１１０＞または＜２１
１＞であることを特徴とするシリコン結晶体である。
【００１０】
　上記シリコン結晶体において、結晶方位＜１１０＞を優先方位とする複数の結晶領域は
、結晶方位＜１１０＞とシリコン結晶体の伸張方向とが略一致する。なお、ここでの「略
一致する」とは、結晶方位＜１１０＞とシリコン結晶体の伸長方向とがなす角度が、０°
以上２０°以下、好ましくは０°以上１５°以下、さらに好ましくは０°以上１０°以下
の範囲となることをいう。。また、上記シリコン結晶体において、結晶方位＜２１１＞を
優先方位とする複数の結晶領域は、結晶方位＜２１１＞とシリコン結晶体の伸長方向とが
略一致する。なお、ここでの「略一致する」とは、結晶方位＜２１１＞とシリコン結晶体
の伸長方向とがなす角度が、０°以上２０°以下、好ましくは０°以上１５°以下、さら
に好ましくは０°以上１０°以下の範囲で略一致する。
【００１１】
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　つまり、本発明の別の一態様は、上記結晶方位（優先方位）が、上記伸張方向と０°以
上２０°以下の範囲で略一致することを特徴とするシリコン結晶体である。
【００１２】
　複数の結晶領域を有する上記シリコン結晶体は、種々の形状を有している。
【００１３】
　つまり、本発明の別の一態様は、円柱状、または角柱状であることを特徴とするシリコ
ン結晶体である。さらに、本発明の別の一態様は、上記シリコン結晶体において、円錐状
、または角錐状であることを特徴とするシリコン結晶体である。
【００１４】
　さらに、上記シリコン結晶体を電極に用いた、蓄電装置を作製することができる。本発
明の別の一態様は、少なくとも一対の電極と、セパレータと、および電解質とを有し、一
対の電極の一方は複数の結晶領域を含むシリコン結晶体であって、当該シリコン結晶体は
一方向の伸張方向を有し、複数の結晶領域は略一致する一の結晶方位（優先方位ともいう
）をそれぞれ有し、伸張方向と優先方位は略一致することを特徴とする蓄電装置である。
【００１５】
　本発明の別の一態様は、少なくとも一対の電極と、セパレータと、および電解質とを有
し、一対の電極の一方は上記シリコン結晶体であって、優先方位は、＜１１０＞または＜
２１１＞であることを特徴とする蓄電装置である。
【００１６】
　本発明の別の一態様は、少なくとも一対の電極と、セパレータと、電解質とを有し、一
対の電極の一方は上記シリコン結晶体であって、上記結晶方位は上記伸張方向と０°以上
２０°以下、好ましくは０°以上１５°以下、さらに好ましくは０°以上１０°以下の範
囲で略一致することを特徴とする蓄電装置である。
【００１７】
　本発明の別の一態様は、少なくとも一対の電極と、セパレータ、および電解質とを有し
、一対の電極の一方は、上記シリコン結晶体であって、該シリコン結晶体は、円柱状、ま
たは角柱状であることを特徴とする蓄電装置である。
【００１８】
　本発明の別の一態様は、少なくとも一対の電極と、セパレータ、および電解質とを有し
、一対の電極の一方は、上記シリコン結晶体であって、該シリコン結晶体は、円錐状、ま
たは角錐状であることを特徴とする蓄電装置である。
【００１９】
　なお、本明細書中において、優先方位とは、シリコン結晶体に含まれる複数の結晶領域
のそれぞれが有する一の結晶方位の中で特に支配的に存在する一の結晶方位のことをいう
。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明の一態様によれば、より放電容量を高めることが可能な負極活物質を提供するこ
とができる。さらに、該負極活物質を用いた高性能な蓄電装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】蓄電装置の電極の構造および作製方法を説明するための断面図である。
【図２】錐状の突起の構造および電子線回折パターンを説明するための図である。
【図３】錐状の突起の構造および電子線回折パターンを説明するための図である。
【図４】錐状の突起の構造および電子線回折パターンを説明するための図である。
【図５】柱状の突起の構造における電子線回折パターンを説明するための図である。
【図６】柱状の突起の構造および電子線回折パターンを説明するための図である。
【図７】柱状の突起の構造および電子線回折パターンを説明するための図である。
【図８】蓄電装置の電極の構造を説明するための断面図である。
【図９】蓄電装置の一形態を説明するための平面図および断面図である。
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【図１０】蓄電装置の応用の形態を説明するための斜視図である。
【図１１】蓄電装置の応用の形態を説明するための斜視図である。
【図１２】無線給電システムの構成を示す図である。
【図１３】無線給電システムの構成を示す図である。
【図１４】活物質層の平面ＳＥＭ写真である。
【図１５】シリコン結晶体の断面ＴＥＭおよび電子線回折パターンを示す図である。
【図１６】シリコン結晶体の断面ＴＥＭおよび電子線回折パターンを示す図である。
【図１７】シリコン結晶体の断面ＴＥＭおよび電子線回折パターンを示す図である。
【図１８】シリコン結晶体の断面ＴＥＭおよび電子線回折パターンを示す図である。
【図１９】シリコン結晶体の断面ＴＥＭおよび電子線回折パターンを示す図である。
【図２０】シリコン結晶体の断面ＴＥＭおよび電子線回折パターンを示す図である。
【図２１】二次電池の作製方法を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　以下では、本発明の実施の形態について図面を用いて詳細に説明する。ただし、本発明
は以下の説明に限定されず、本発明の趣旨およびその範囲から逸脱することなくその形態
および詳細を様々に変更し得ることは、当業者であれば容易に理解される。したがって、
本発明は、以下に示す実施の形態の記載内容に限定して解釈されるものではない。なお、
図面を用いて発明の構成を説明するにあたり、同じものを指す符号は異なる図面間でも共
通して用いる。また、同様のものを指す際にはハッチパターンを同じくし、特に符号を付
さない場合がある。また、便宜上、絶縁層は上面図には表さない場合がある。なお、各図
面において示す各構成の、大きさ、層の厚さ、または領域は、明瞭化のために誇張されて
表記している場合がある。従って、必ずしもそのスケールに限定されない。
【００２３】
（実施の形態１）
　本実施の形態では、蓄電装置の電極として用いた場合を例に、本発明の一態様であるシ
リコン結晶体について説明する。
【００２４】
　蓄電装置の電極は、集電体１０１上に、活物質層１０３として機能するシリコン結晶体
層を有する（図１（Ａ）参照）。
【００２５】
　図１（Ａ）における集電体１０１、および活物質層１０３の破線１０５における拡大図
を図１（Ｂ）に示す。
【００２６】
　活物質層１０３は、シリコン結晶体領域１０３ａと、シリコン結晶体領域１０３ａ上に
形成されたウィスカー状のシリコン結晶体領域１０３ｂとを有する。なお、シリコン結晶
体領域１０３ａとウィスカー状のシリコン結晶体領域１０３ｂとの界面は、明確ではない
。このため、本明細書では、ウィスカー状のシリコン結晶体領域１０３ｂの突起の間に形
成される谷のうち最も深い谷の底を通り、且つ集電体の表面と平行な平面を、シリコン結
晶体領域１０３ａとウィスカー状のシリコン結晶体領域１０３ｂとの界面とする。
【００２７】
　本明細書等において、突起（ひげ）状のシリコン結晶体をウィスカー状のシリコン結晶
体という。ウィスカー状のシリコン結晶体の伸長方向（すなわち、軸の方向）は、不揃い
であってもよい。また、ウィスカー状のシリコン結晶体の伸長方向（すなわち、軸の方向
）は、集電体の法線方向であってもよい。また、本明細書等においてウィスカー状のシリ
コン結晶体との表記には、ウィスカー状のシリコン結晶体群（複数のウィスカー状のシリ
コン結晶体）を含むことがある。
【００２８】
　シリコン結晶体領域１０３ａは、集電体１０１を覆っている。また、ウィスカー状のシ
リコン結晶体領域１０３ｂは、突起が散在している。
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【００２９】
　ウィスカー状のシリコン結晶体領域１０３ｂは、柱状の突起や錐状の突起を含む複数の
突起を有する。突起は、頂部が丸くなっていてもよい。突起の径は、５０ｎｍ以上１０μ
ｍ以下、好ましくは５００ｎｍ以上３μｍ以下である。また、突起の軸における長さは、
０．５μｍ以上１０００μｍ以下、好ましくは１μｍ以上１００μｍ以下である。
【００３０】
　柱状の突起は、円柱状の突起や角柱状の突起を含む。図１（Ｂ）では、柱状の突起１２
１がシリコン結晶体領域１０３ａ上に突出している状態を示している。
【００３１】
　なお、柱状の突起の軸における長さｈ１とは、突起の頂面（頂部の上面）の中心を通る
軸における、突起の頂面とシリコン結晶体領域１０３ａとの距離である。また、柱状の突
起において、ウィスカー状のシリコン結晶体領域１０３ｂの最大厚さは、突起の頂面の中
心を通る軸における、突起の頂面からシリコン結晶体領域１０３ａの表面までの垂線の長
さに相当する。
【００３２】
　錐状の突起は、円錐状の突起や角錐状の突起を含む。図１（Ｂ）では、錐状の突起１２
２がシリコン結晶体領域上に突出している状態を示している。
【００３３】
　なお、錐状の突起の軸における長さｈ２とは、突起の頂点の中心を通る軸における、突
起の頂点とシリコン結晶体領域１０３ａとの距離である。また、錐状の突起において、ウ
ィスカー状のシリコン結晶体領域１０３ｂの最大厚さは、突起の頂点からシリコン結晶体
領域１０３ａの表面までの垂線の長さに相当する。
【００３４】
　なお、突起がシリコン結晶体領域１０３ａから伸張する方向を長手方向といい、長手方
向に沿った断面を長手断面という。また、長手方向に垂直な断面を輪切り断面という。
【００３５】
　または、図１（Ｃ）に示すように、ウィスカー状のシリコン結晶体領域１０３ｂに形成
される突起の長手方向が不揃いであってもよい。なお、図１（Ｃ）に示した混合層１０７
は、集電体１０１を形成する金属元素およびシリコンから形成される混合層であり、金属
酸化物層１０９は、集電体１０１を形成する金属元素の酸化物で形成される金属酸化物層
であるが、該混合層１０７および金属酸化物層１０９の詳細については後述する。
【００３６】
　代表的には、長手方向がシリコン結晶体領域１０３ａの表面に対する法線方向と略一致
する第一の突起と、長手方向が法線方向とは異なる第二の突起とを有することである。図
１（Ｃ）では、第一の突起として錐状の突起１１３ａ、柱状の突起１１３ｂを有し、第二
の突起として錐状の突起１１４ａ、柱状の突起１１４ｂを有する状態を示している。
【００３７】
　突起の長手方向が不揃いであるため、図１（Ｃ）に示すように、ウィスカー状のシリコ
ン結晶体領域１０３ｂにおいては、突起の長手断面と共に、領域１０３ｄで示すように、
突起の輪切り断面が混在している。領域１０３ｄは、円柱状または円錐状の突起の輪切り
断面であるため円形であるが、突起が角柱状または角錐状であれば、領域１０３ｄは、多
角形状である。
【００３８】
　ウィスカー状のシリコン結晶体領域１０３ｂにおいて形成される突起は、複数の結晶領
域で形成されており、該複数の結晶領域のそれぞれに一の結晶方位を有している。特に、
支配的に存在する一の結晶方位である優先方位と、該ウィスカー状のシリコン結晶体１０
３ｂにおいて形成される突起の長手方向とは、略一致していることが特徴である。
【００３９】
　ここで、上記特徴について、図２乃至図４を用いて説明する。図２（Ａ）、図３（Ａ）
、および図４（Ａ）は、図１（Ｃ）における錐状の突起１１４ａの破線１１６における拡
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大図である。
【００４０】
　図２（Ａ）、図３（Ａ）、および図４（Ａ）に示す錐状の突起１１４ａには、一の結晶
方位を有した結晶領域が複数存在する。はじめに、一の結晶方位を有した複数の結晶領域
の一つである結晶領域２１０について説明する。
【００４１】
　図２（Ａ）に示す矢印は、ウィスカー状のシリコン結晶体である錐状の突起１１４ａの
長手方向である。
【００４２】
　図２（Ｂ）および図２（Ｃ）は、一の結晶方位を有した結晶領域２１０の長手断面にお
ける電子線回折による回折パターンの模式図である。本実施の形態で得た回折パターンは
、制限視野回折法から得られる回折パターンであり、制限視野回折法とは、平行な電子線
を、試料に入射して制限視野絞りで制限した視野から回折パターンを得る方法である。本
実施の形態で示す制限視野回折法における最小分析範囲は直径４００ｎｍである。
【００４３】
　なお、本明細書中に示す電子線回折パターンの模式図において、回折スポット（黒丸点
）の濃淡、回折スポットの間隔などは、明瞭化のため、実際の電子線回折パターンと異な
ることがある。また、本明細書中の図面同士においても、明瞭化のため、回折スポットの
濃淡、回折スポットの間隔などは異なることがある。
【００４４】
　図２（Ｂ）、および図２（Ｃ）に示した回折パターンの回折スポット（黒丸点）は、結
晶領域２１０の結晶面からの回折に対応している。シリコン結晶体の結晶構造はダイヤモ
ンド構造であることが分っているため、回折パターンにおける透過スポットと各回折スポ
ットとの距離の比、および透過スポットと各回折スポットを結ぶ直線がなす角度を調べる
ことで、各回折スポットの指数付けを行うことができる。さらに、各回折スポットの指数
から、結晶領域２１０の結晶方位を同定することができる。
【００４５】
　図２（Ｂ）に示した結晶領域２１０からの回折パターンにおいて、透過スポットと、当
該透過スポットを含む同一の直線上にない２つの回折スポットまでのベクトルを矢印２１
２、および矢印２１４と表す。さらに、透過スポットと、当該透過スポットを含む同一の
直線上にない２つの回折スポットまでの距離を、Ｌ２１２およびＬ２１４とする。矢印２
１２と矢印２１４との長さの比（Ｌ２１２／Ｌ２１４）が、約１．１５５であり、且つ、
矢印２１２と矢印２１４とのなす角が約５４．７４°であることから、図２（Ｂ）に示し
た結晶領域２１０からの回折パターンは、［１１０］入射のパターンである。回折パター
ンにおけるそれぞれのスポットは、シリコンの結晶構造を考慮して指数付けできる。例え
ば、図２（Ｃ）に示すように、（－２，２，０）、（２，－２，０）、（０，０，２）、
（－１，１，１）等と指数付けできる。
【００４６】
　図２（Ｃ）において、透過スポット、（－２，２，０）の回折スポットおよび（２，－
２，０）の回折スポットを含む同一直線上の矢印で示した方位は［－１，１，０］である
。また、図２（Ｃ）において、透過スポットおよび（０，０，２）の回折スポットを含む
同一直線上の矢印で示した方位は［－１，０，０］である。
【００４７】
　次に、図２（Ａ）に示す錐状の突起１１４ａにおいて、結晶領域２１０とは異なる結晶
領域３１０について説明する（図３（Ａ）参照）。
【００４８】
　図３（Ａ）に示す矢印は、ウィスカー状のシリコン結晶体である錐状の突起１１４ａの
長手方向である。
【００４９】
　図３（Ｂ）および図３（Ｃ）は、一の結晶方位を有した結晶領域３１０の長手断面にお
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ける電子線回折による回折パターンである。この回折パターンは、上記結晶領域２１０の
結晶方位分析と同様の方法である制限視野回折法から得られる回折パターンである。
【００５０】
　図３（Ｂ）および図３（Ｃ）に示した回折パターンの回折スポット（黒丸点）は、結晶
領域３１０の結晶面からの回折に対応している。つまり、各回折スポットの指数付けをす
ることで、結晶領域３１０の結晶方位を同定することができる。
【００５１】
　図３（Ｂ）に示した結晶領域３１０からの回折パターンにおいて、透過スポットと、当
該透過スポットを含む同一の直線状にない２つの回折スポットまでのベクトルを矢印３１
２、および矢印３１４と表す。さらに、透過スポットと、当該透過スポットを含む同一の
直線上にない２つの回折スポットまでの距離を、Ｌ３１２およびＬ３１４とする。矢印３
１２と矢印３１４との長さの比（Ｌ３１２／Ｌ３１４）が、約１．４１４であり、且つ、
矢印３１２と矢印３１４とのなす角が約４５°であることから、図３（Ｂ）に示した結晶
領域３１０からの回折パターンは、［１００］入射のパターンである。回折パターンにお
けるそれぞれのスポットは、シリコンの結晶構造を考慮して指数付けできる。例えば、図
３（Ｃ）に示すように、（０，２，２）、（０，－２，－２）、（０，０，４）等と指数
付けできる。
【００５２】
　図３（Ｃ）において、透過スポット、（０，２，２）の回折スポットおよび（０，－２
，－２）の回折スポットを含む同一直線上の矢印で示した方位は［０，－１，－１］であ
る。また、図３（Ｃ）において、透過スポットおよび（０，０，４）の回折スポットを含
む同一直線上の矢印で示した方位は［０，０，－１］である。
【００５３】
　次に、図２（Ａ）に示す錐状の突起１１４ａにおいて、結晶領域２１０とは異なる結晶
領域４１０について説明する（図４（Ａ）参照）。
【００５４】
　図４（Ａ）に示す矢印は、ウィスカー状のシリコン結晶体である錐状の突起１１４ａの
長手方向である。
【００５５】
　図４（Ｂ）および図４（Ｃ）は、一の結晶方位を有した結晶領域４１０の長手断面にお
ける電子線回折による回折パターンである。この回折パターンは、上記結晶領域２１０の
結晶方位分析と同様の方法である制限視野回折法から得られる回折パターンである。
【００５６】
　図４（Ｂ）および図４（Ｃ）に示した回折パターンの回折スポット（黒丸点）は、結晶
領域４１０の結晶面からの回折に対応している。つまり、各回折スポットの指数付けをす
ることで、結晶領域４１０の結晶方位を同定することができる。
【００５７】
　図４（Ｂ）に示した結晶領域４１０からの回折パターンにおいて、透過スポットと、当
該透過スポットを含む同一の直線状にない２つの回折スポットまでのベクトルを矢印４１
２、および矢印４１４と表す。さらに、透過スポットと、当該透過スポットを含む同一の
直線上にない２つの回折スポットまでの距離を、Ｌ４１２およびＬ４１４とする。矢印４
１２と矢印４１４との長さが等しく、且つ、矢印４１２と矢印４１４とのなす角が６０°
であることから、図４（Ｂ）に示した結晶領域４１０からの回折パターンは、［１１１］
入射のパターンである。回折パターンにおけるそれぞれのスポットは、シリコンの結晶構
造を考慮して指数付けできる。例えば、図４（Ｃ）に示すように、（－２，２，０）、（
２，－２，０）、（０，２，－２）、（２，０，－２）等と指数付けできる。
【００５８】
　図４（Ｃ）において、透過スポット、（－２，２，０）の回折スポットおよび（２，－
２，０）の回折スポットを含む同一直線上の矢印で示した方位は［－１，１，０］である
。
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【００５９】
　上記より、ウィスカー状のシリコン結晶体である錐状の突起１１４ａを形成する結晶領
域２１０、結晶領域３１０、および結晶領域４１０の結晶方位は＜１１０＞で略一致して
いることが分かる。つまり、それぞれの結晶領域は、優先方位＜１１０＞を有する。なお
、結晶領域２１０、結晶領域３１０、および結晶領域４１０は一例であり、これらに限ら
ず、錐状の突起１１４ａを形成する他の複数の結晶領域においても、優先方位＜１１０＞
を有する。
【００６０】
　さらに、図２（Ａ）、図３（Ａ）、図４（Ａ）における、ウィスカー状のシリコン結晶
体である錐状の突起１１４ａの長手方向は、結晶領域２１０、結晶領域３１０、および結
晶領域４１０の優先方位＜１１０＞と略一致する。つまり、ウィスカー状のシリコン結晶
体である錐状の突起１１４ａの長手方向は、錐状の突起１１４ａを形成する複数の結晶領
域の優先方位である＜１１０＞と略一致する。
【００６１】
　ここで、ダイヤモンド構造において、主要な結晶方位＜１００＞、＜１１０＞、＜１１
１＞、＜２１０＞、＜２１１＞、および＜２２１＞が作る角度のうち最小な角度は、＜２
１１＞と＜２２１＞とが作る約１７．７２°である。したがって、ダイヤモンド構造の多
結晶体において、結晶方位同士のなす角度が概ね２０°未満であれば、該結晶方位同士は
略一致しているとみなすことができる。つまり、結晶方位に限らず、ウィスカー状のシリ
コン結晶体の伸長方向など、方位が略一致するとは、方位同士のなす角度が０°以上２０
°未満、好ましくは、０°以上１５°以下、さらに好ましくは、０°以上１０°以下とな
ることをいう。
【００６２】
　また、ウィスカー状のシリコン結晶体領域１０３ｂにおける錐状の突起１１４ａと形状
が異なる柱状の突起１１４ｂについても、複数の結晶領域から形成されており、該複数の
結晶領域は、それぞれ一の結晶方位を有している。特に、支配的に存在する一の結晶方位
である優先方位は、柱状の突起１１４ｂにおいても、長手方向と略一致していることを図
５乃至図７を用いて説明する。
【００６３】
　図５に、図１（Ｃ）における柱状の突起１１４ｂの輪切り断面における電子線回折によ
る回折パターンを示す。この回折パターンも、上記と同様の制限視野回折法から得られる
回折パターンである。
【００６４】
　図５（Ａ）に示す電子線回折パターンにおいて、透過スポットと、当該透過スポットを
含む同一の直線状にない３つの回折スポットまでのベクトルを矢印５１２、矢印５１４、
および矢印５１６と表す。さらに、透過スポットと、当該透過スポットを含む同一の直線
上にない３つの回折スポットまでの距離を、Ｌ５１２，Ｌ５１４およびＬ５１６とする。
矢印５１２と矢印５１４との長さの比（Ｌ５１２／Ｌ５１４）が、約１．６３３であり、
矢印５１４と矢印５１６との長さの比（Ｌ５１６／Ｌ５１４）が約１．９１５であり、且
つ、矢印５１２と矢印５１４とがなす角が約９０°であることから、図５に示した回折パ
ターンは、［２１１］入射パターンを含むことが分かる。また、観察された回折パターン
は、図５（Ｂ）における破線で示したように、６０°ずつ回転した複数の四角形の回折パ
ターンからなることから、図５（Ａ）および図５（Ｂ）に示す電子線回折パターンは、６
０°ずつ回転した＜２１１＞入射パターンの重ね合わせであるといえる。さらに、図５（
Ａ）および図５（Ｂ）から柱状の突起１１４ｂには、入射方向である＜２１１＞を軸とし
て、一の結晶方位を有する複数の結晶領域がそれぞれ回転して配向している、と示唆され
る。
【００６５】
　図６（Ａ）、図７（Ａ）は、図１（Ｃ）における柱状の突起１１４ｂの破線１１７にお
ける拡大図である。はじめに、一の結晶方位を有した複数の結晶領域の一つである結晶領
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域６１１について説明する。なお、結晶領域６１１は一例であり、これに限らず、柱状の
突起１１４ｂを形成する他の複数の結晶領域においても、同様の論理が成り立つ。
【００６６】
　図６（Ａ）に示す矢印は、ウィスカー状のシリコン結晶体である柱状の突起１１４ｂの
長手方向である。
【００６７】
　図６（Ｂ）は、一の結晶方位を有した結晶領域６１１の長手断面における電子線回折に
よる回折パターンである。この回折パターンは、上記と同様の制限視野回折法から得られ
る回折パターンである。
【００６８】
　図６（Ｂ）に示した回折パターンにおいて、透過スポットと、当該透過スポットを含む
同一の直線状にない３つの回折スポットまでのベクトルを矢印６１２、矢印６１４、およ
び矢印６１６と表す。さらに、透過スポットと、当該透過スポットを含む同一の直線上に
ない３つの回折スポットまでの距離を、Ｌ６１２，Ｌ６１４およびＬ６１６とすると、矢
印６１２と矢印６１４との長さの比（Ｌ６１２／Ｌ６１４）が、約１．６３３であり、矢
印６１４と矢印６１６との長さの比（Ｌ６１６／Ｌ６１４）が約１．９１５であり、且つ
、矢印６１２と矢印６１４とがなす角が約９０°であることから、図６（Ｂ）に示した回
折パターンは、［２１１］入射のパターンであることが分かる。さらに、回折パターンに
おけるそれぞれのスポットは、シリコンの結晶構造を考慮して指数付けできる。例えば、
図６（Ｃ）に示すように、（－１，１，１）、（－１，－１，３）、（０，－２，２）等
と指数付けできる。
【００６９】
　図６（Ｃ）において、透過スポットと（－１，１，１）の回折スポットを含む同一直線
上の矢印で示した方位は［－１，１，１］である。
【００７０】
　次に、試料を傾けた状態、別言すると、図６（Ｂ）、（Ｃ）で示す回折パターンが得ら
れる角度とは異なる角度となるように、結晶領域６１１を傾けた状態での電子線回折パタ
ーンを図７（Ｂ）に示す。図７（Ｂ）に示した電子線回折パターンは、上記と同様の制限
視野回折法で得られる電子線回折パターンである。
【００７１】
　図７（Ａ）に示す矢印は、ウィスカー状のシリコン結晶体である柱状の突起１１４ｂの
長手方向である。
【００７２】
　図７（Ｂ）に示した回折パターンは、図６（Ｂ）の回折パターンと傾きが異なる点を除
いた同様の回折パターンが観察されることから、［２１１］入射のパターンであることが
分かる。回折パターンにおけるそれぞれのスポットは、シリコンの結晶構造を考慮して指
数付けできる。例えば、図６（Ｂ）と同様に、（－１，１，１）、（－１，－１，３）、
（０，－２，２）等と指数付けできる。
【００７３】
　図７（Ｂ）において、透過スポットおよび（－１，１，１）の回折スポットを含む同一
直線上の矢印で示した方位は［－１，１，１］である。
【００７４】
　図６（Ｂ）および図７（Ｂ）において、実線で示したウィスカー状のシリコン結晶体で
ある柱状の突起１１４ｂの長手方向と、電子線回折パターンから観測される［－１，１，
１］とでなす角は約１５°である。
【００７５】
　ここで、ダイヤモンド構造であるシリコン結晶体では複数の＜２１１＞方位は直交して
いないため、図６（Ｃ）および図７（Ｂ）に示した［２１１］入射の回折パターンには、
＜２１１＞を示す回折スポットが観測されない。つまり、図５より回転軸と示唆される＜
２１１＞方位は、［２１１］入射の回折パターンを与える（２１１）面上に存在しないた
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め、このままでは回転軸の方向の特定が困難である。
【００７６】
　そこで、図６（Ｃ）および図７（Ｂ）に示した［２１１］入射の回折パターン上での＜
２１１＞の方向を特定するため、（２１１）面上に投影する操作を行なう。この投影操作
によって、（２１１）面上に存在しないために［２１１］入射の回折パターンでは現れな
い方向について、［２１１］入射の回折パターン上で、当該方向を特定することができる
。図７（Ｂ）に示した［－１，１，１］と、図５より回転軸と示唆される＜２１１＞（こ
こでは特に［－２，１，１］）を、（２１１）面上に投影した場合の角度関係を図７（Ｃ
）に示す。
【００７７】
　図７（Ｃ）で示した［－１，１，１］と［－２，１，１］は、約１９．４７°の角度を
なす。そして、［－２，１，１］を（２１１）面上に投影した方向は、［－１，１，１］
と（２１１）面上において約１６．６°の角度をなす。
【００７８】
　故に、図７（Ｃ）に示す［－２，１，１］を（２１１）面上に投影した方向は、図７（
Ｂ）に示す柱状の突起１１４ｂの長手方向と略一致しているといえる。
【００７９】
　上記より、ウィスカー状のシリコン結晶体である柱状の突起１１４ｂの長手方向は、図
５より回転軸と示唆される＜２１１＞を投影した方向と略一致するといえる。つまり、ウ
ィスカー状のシリコン結晶体である柱状の突起１１４ｂの長手方向は、柱状の突起１１４
ｂを形成する複数の結晶領域の優先方位である＜２１１＞に略一致するといえる。
【００８０】
　前述したように、ダイヤモンド構造の多結晶体において、結晶方位同士のなす角度が概
ね２０°未満であれば、該結晶方位同士は略一致しているとみなすことができる。つまり
、結晶方位に限らず、ウィスカー状のシリコン結晶体の伸長方向など、方位が略一致する
とは、方位同士のなす角度が０°以上２０°未満、好ましくは、０°以上１５°以下、さ
らに好ましくは、０°以上１０°以下となることをいう。
【００８１】
　次に、ウィスカー状のシリコン結晶体領域１０３ｂにおいて、柱状や錐状の突起を有す
る効果を下記する。
【００８２】
　柱状の突起を有することにより、ウィスカー状のシリコン結晶体領域１０３ｂの厚さ方
向における活物質層の強度を高めることができるため、電極の破損が生じるのを抑えるこ
とができる。よって、振動等による電極の劣化を低減することができる。したがって、蓄
電装置を長時間使用することができる。
【００８３】
　また、錐状の突起を有することにより、突起同士を絡ませることができるため、蓄電装
置の充放電において突起が脱離するのを防ぐことができる。従って、繰り返し充放電によ
る電極の劣化を低減し、蓄電装置を長時間使用することができる。
【００８４】
　さらに、錐状の突起は、柱状の突起よりも単位質量当たりの表面積が大きい。表面積が
大きくなることで、蓄電装置の反応物質（リチウムイオン等）がシリコン結晶体に吸蔵さ
れる速度、および反応物質がシリコン結晶体から放出される速度が、単位質量当たりで増
大する。反応物質の吸蔵および放出の速度が増大することで、高電流密度での反応物質の
吸蔵量および放出量が増大するため、蓄電装置の放電容量および充電容量を高めることが
できる。すなわち、活物質層としてウィスカー状のシリコン結晶体領域を含むシリコン結
晶体層を用い、シリコン結晶体領域に錐状の突起を含ませることで、蓄電装置の性能を向
上させることができる。
【００８５】
（蓄電装置の電極作製の方法）
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　次に、蓄電装置の電極の作製方法の一例について、図１および図８を用いて説明する。
【００８６】
　図１（Ａ）に示すように、集電体１０１上に、熱ＣＶＤ法、好ましくはＬＰＣＶＤ法に
より、シリコン結晶体層を活物質層１０３として形成する。
【００８７】
　図１において、集電体１０１として、箔状、板状、または網状の導電性部材を用いる。
集電体１０１は、特に限定されないが、白金、アルミニウム、銅、チタン等に代表される
導電性の高い金属元素を用いることができる。なお、集電体１０１として、シリコン、チ
タン、ネオジム、スカンジウム、モリブデンなどの耐熱性を向上させる元素が添加された
アルミニウム合金を用いてもよい。
【００８８】
　集電体１０１として、シリコンと反応してシリサイドを形成する金属元素を用いてもよ
い。シリコンと反応してシリサイドを形成する金属元素としては、ジルコニウム、チタン
、ハフニウム、バナジウム、ニオブ、タンタル、クロム、モリブデン、タングステン、コ
バルト、ニッケル等がある。
【００８９】
　なお、集電体１０１に不純物として酸素が含まれている場合がある。これは、活物質層
１０３として、ＬＰＣＶＤ法でシリコン結晶体層を形成する際の加熱により、ＬＰＣＶＤ
装置の石英製の反応室から酸素が脱離し、集電体１０１に拡散するためである。
【００９０】
　または、図８に示すように、基板１１５上に、スパッタリング法、蒸着法、印刷法、イ
ンクジェット法、ＣＶＤ法等を適宜用いて、集電体１１１を形成することができる。基板
１１５としては、ガラス基板、シリコンなど半導体材料を含む半導体基板などを用いるこ
とができる。
【００９１】
　次に、図１（Ａ）に示すように、活物質層１０３として、シリコン結晶体層を集電体１
０１上にＬＰＣＶＤ法により形成する。なお、図１（Ａ）では、集電体１０１の一表面に
活物質層１０３を形成する例を示しているが、活物質層を集電体の両面に形成してもよい
。
【００９２】
　ＬＰＣＶＤ法は、５５０℃より高い温度で、且つ、ＬＰＣＶＤ装置および集電体１０１
が耐えうる温度以下、好ましくは５８０℃以上６５０℃未満の加熱をしつつ、原料ガスと
してシリコンを含む堆積性ガスを用いる。シリコンを含む堆積性ガスとしては、水素化シ
リコン、フッ化シリコン、または塩化シリコンがあり、代表的には、ＳｉＨ４、Ｓｉ２Ｈ

６、ＳｉＦ４、ＳｉＣｌ４、Ｓｉ２Ｃｌ６等がある。なお、原料ガスに、ヘリウム、ネオ
ン、アルゴン、キセノン等の希ガス、および水素の一以上を混合させてもよい。
【００９３】
　なお、シリコン結晶体層に、リン、ボロン等の一導電型を付与する不純物元素が添加さ
れていてもよい。リン、ボロン等の一導電型を付与する不純物元素が添加されたシリコン
結晶体層は、導電性が高くなるため、負極の導電率を高めることができる。このため、放
電容量をさらに高めることができる。
【００９４】
　活物質層１０３として、ＬＰＣＶＤ法を用いてシリコン結晶体層を形成すると、集電体
１０１および活物質層１０３の間に低密度な領域が形成されず、集電体１０１およびシリ
コン結晶体層の界面におけるイオンおよび電子の移動が容易となると共に、密着性を高め
ることができる。これは、シリコン結晶体層の堆積工程において、常に原料ガスの活性種
が堆積中のシリコン結晶体層に供給されるため、シリコン結晶体層から集電体１０１にシ
リコンが拡散し、シリコン不足領域（粗な領域）が形成されても、当該領域に原料ガスの
活性種が常に供給され、集電体１０１中に低密度領域が形成されにくくなるためである。
また、気相成長により集電体１０１上にシリコン結晶体層を形成するため、スループット
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を向上させることができる。
【００９５】
　また、図１（Ｂ）および図１（Ｃ）に示すように、集電体１０１上に混合層１０７が形
成されていてもよい。例えば、混合層１０７は、集電体１０１を形成する金属元素および
シリコンで形成される。なお、混合層１０７が集電体１０１を形成する金属元素およびシ
リコンで形成される場合、活物質層１０３としてＬＰＣＶＤ法でシリコン結晶体層を形成
する際の加熱により、シリコン結晶体層に含まれるシリコンが集電体１０１に拡散するこ
とで、混合層１０７が形成される。
【００９６】
　集電体１０１をシリコンと反応してシリサイドを形成する金属元素で形成する場合、混
合層１０７には、シリサイドを形成する金属元素およびシリコンのシリサイド、代表的に
は、ジルコニウムシリサイド、チタンシリサイド、ハフニウムシリサイド、バナジウムシ
リサイド、ニオブシリサイド、タンタルシリサイド、クロムシリサイド、モリブデンシリ
サイド、タングステンシリサイド、コバルトシリサイド、およびニッケルシリサイドの一
以上が形成される。または、シリサイドを形成する金属元素およびシリコンの合金層が形
成される。
【００９７】
　集電体１０１および活物質層１０３の間に混合層１０７を有することで、集電体１０１
および活物質層１０３の間の界面における抵抗を低減させることができるため、負極の導
電率を高めることができる。このため、放電容量をさらに高めることができる。また、集
電体１０１および活物質層１０３の密着性を高めることが可能であり、蓄電装置の劣化を
低減することができる。
【００９８】
　混合層１０７上には、集電体１０１を形成する金属元素の酸化物で形成される金属酸化
物層１０９が形成されてもよい。これは、活物質層１０３として、ＬＰＣＶＤ法でシリコ
ン結晶体層を形成する際の加熱により、ＬＰＣＶＤ装置の石英製の反応室から酸素が脱離
し、集電体１０１が酸化されるためである。なお、ＬＰＣＶＤ法でシリコン結晶体層を形
成する際、反応室内に、ヘリウム、ネオン、アルゴン、キセノン等の希ガスを充填するこ
とで、当該金属酸化物層１０９が形成されない。
【００９９】
　集電体１０１をシリコンと反応してシリサイドを形成する金属元素で形成する場合、金
属酸化物層１０９として、シリコンと反応してシリサイドを形成する金属元素の酸化物で
形成される金属酸化物層が形成される。
【０１００】
　金属酸化物層１０９の代表例としては、酸化ジルコニウム、酸化チタン、酸化ハフニウ
ム、酸化バナジウム、酸化ニオブ、酸化タンタル、酸化クロム、酸化モリブデン、酸化タ
ングステン、酸化コバルト、酸化ニッケル等がある。なお、集電体１０１を、チタン、ジ
ルコニウム、ニオブ、タングステン等で形成すると、金属酸化物層１０９は、酸化チタン
、酸化ジルコニウム、酸化ニオブ、酸化タングステン等の酸化物半導体で形成されるため
、集電体１０１および活物質層１０３の間の抵抗を低減することが可能であり、電極の導
電率を高めることができる。このため、放電容量をさらに高めることができる。
【０１０１】
　以上の工程により、より放電容量を高めることが可能な負極活物質を作製することがで
き、さらに、該負極活物質を用いた高性能な蓄電装置を作製することできる。
【０１０２】
　また、本実施の形態は、他の実施の形態に記載した構成と適宜組み合わせて実施するこ
とが可能である。
【０１０３】
（実施の形態２）
　実施の形態１で説明したシリコン結晶体は、蓄電装置の電極として用いることができる
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。少なくとも一対の電極、電解質およびセパレータを用いることで、二次電池または、キ
ャパシタとすることができる。
【０１０４】
　本実施の形態は、上記蓄電装置の例として、一対の電極の一方を実施の形態１で説明し
たシリコン結晶体を用いて、もう一方を、ＬｉＣｏＯ２等のリチウム含有金属酸化物を用
いたリチウムイオン二次電池と、その作製方法について、図９を用いて説明する。
【０１０５】
　図９（Ａ）は、蓄電装置９５１の平面図であり、図９（Ａ）の一点鎖線Ａ－Ｂの断面図
を図９（Ｂ）に示す。
【０１０６】
　図９（Ａ）に示す蓄電装置９５１は、外装部材９５３の内部に蓄電セル９５５を有する
。また、蓄電セル９５５に接続する端子部９５７、９５９を有する。外装部材９５３は、
ラミネートフィルム、高分子フィルム、金属フィルム、金属ケース、プラスチックケース
等を用いることができる。
【０１０７】
　図９（Ｂ）に示すように、蓄電セル９５５は、負極９６３と、正極９６５と、負極９６
３および正極９６５の間に設けられるセパレータ９６７と、外装部材９５３中に満たされ
る電解質９６９とで構成される。
【０１０８】
　負極９６３は、負極集電体９７１および負極活物質層９７３で構成される。負極として
、実施の形態１に示した電極を用いることができる。
【０１０９】
　負極活物質層９７３は、実施の形態１に示したシリコン結晶体層で形成される活物質層
１０３を用いることができる。なお、シリコン結晶体層にリチウムをプリドープしてもよ
い。また、ＬＰＣＶＤ装置において、負極集電体９７１を枠状のサセプターで保持しなが
ら結晶性シリコン層で形成される負極活物質層９７３を形成することで、負極集電体９７
１の両面に同時に負極活物質層９７３を形成することが可能であるため、負極集電帯９７
１の両面を用いて電極を構成する場合に工程数を削減することができる。
【０１１０】
　正極９６５は、正極集電体９７５および正極活物質層９７７で構成される。負極活物質
層９７３は、負極集電体９７１の一方または両方の面に形成される。正極活物質層９７７
は、正極集電体９７５の両方の面に形成される。
【０１１１】
　また、負極集電体９７１は、端子部９５７と接続する。また、正極集電体９７５は、端
子部９５７と接続する。また、端子部９５７、端子部９５９は、それぞれ一部が外装部材
９５３の外側に導出されている。
【０１１２】
　なお、本実施の形態では、蓄電装置９５１として、パウチされた薄型蓄電装置を示した
が、ボタン型蓄電装置、円筒型蓄電装置、角型蓄電装置等様々な形状の蓄電装置を用いる
ことができる。また、本実施の形態では、正極、負極、およびセパレータが積層された構
造を示したが、正極、負極、およびセパレータが捲回された構造であってもよい。
【０１１３】
　正極集電体９７５は、アルミニウム、ステンレス等を用いる。正極集電体９７５は、箔
状、板状、網状等の形状を適宜用いることができる。
【０１１４】
　正極活物質層９７７は、ＬｉＦｅＯ２、ＬｉＣｏＯ２、ＬｉＮｉＯ２、ＬｉＭｎ２Ｏ４

、ＬｉＦｅＰＯ４、ＬｉＣｏＰＯ４、ＬｉＮｉＰＯ４、ＬｉＭｎ２ＰＯ４、Ｖ２Ｏ５、Ｃ
ｒ２Ｏ５、ＭｎＯ２、その他のリチウム化合物を材料として用いることができる。なお、
キャリアイオンが、リチウムイオン以外のアルカリ金属イオン、ベリリウムイオン、マグ
ネシウムイオン、またはアルカリ土類金属イオンの場合、正極活物質層９７７として、上
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記リチウム化合物においてリチウムの代わりに、アルカリ金属（例えば、ナトリウムやカ
リウム等）、ベリリウム、マグネシウム、またはアルカリ土類金属（例えば、カルシウム
、ストロンチウム、バリウム等）を用いることもできる。
【０１１５】
　電解質９６９の溶質は、キャリアイオンであるリチウムイオンを移送可能で、且つリチ
ウムイオンが安定に存在する材料を用いる。電解質の溶質の代表例としては、ＬｉＣｌＯ

４、ＬｉＡｓＦ６、ＬｉＢＦ４、ＬｉＰＦ６、Ｌｉ（Ｃ２Ｆ５ＳＯ２）２Ｎ等のリチウム
塩がある。なお、キャリアイオンが、リチウム以外のアルカリ金属イオン、ベリリウムイ
オン、マグネシウムイオン、またはアルカリ土類金属イオンの場合、電解質９６９の溶質
として、アルカリ金属塩（ナトリウム塩、カリウム塩等）、ベリリウム塩、マグネシウム
塩、またはアルカリ土類金属塩（カルシウム塩、ストロンチウム塩、バリウム塩等）等を
適宜用いることができる。
【０１１６】
　また、電解質９６９の溶媒としては、リチウムイオンの移送が可能な材料を用いる。電
解質９６９の溶媒としては、非プロトン性有機溶媒が好ましい。非プロトン性有機溶媒の
代表例としては、エチレンカーボネート、プロピレンカーボネート、ジメチルカーボネー
ト、ジエチルカーボネート、γーブチロラクトン、アセトニトリル、ジメトキシエタン、
テトラヒドロフラン等があり、これらの一つまたは複数を用いることができる。また、電
解質９６９の溶媒としてゲル化される高分子材料を用いることで、蓄電装置９５１におい
て、漏液性を含めた安全性が高めることができる。また、蓄電装置９５１の薄型化および
軽量化が可能である。ゲル化される高分子材料の代表例としては、シリコンゲル、アクリ
ルゲル、アクリロニトリルゲル、ポリエチレンオキサイド、ポリプロピレンオキサイド、
フッ素系ポリマー等がある。
【０１１７】
　また、電解質９６９として、Ｌｉ３ＰＯ４等の固体電解質を用いることができる。
【０１１８】
　セパレータ９６７は、絶縁性の多孔体を用いる。セパレータ９６７の代表例としては、
セルロース（紙）、ポリエチレン、ポリプロピレン等がある。
【０１１９】
　リチウムイオン電池は、メモリー効果が小さく、エネルギー密度が高く、放電容量が大
きい。また、動作電圧が高い。これらのため、小型化および軽量化が可能である。また、
充放電の繰り返しによる劣化が少なく、長期間の使用が可能であり、コスト削減が可能で
ある。
【０１２０】
　次に、蓄電装置として、キャパシタについて、説明する。キャパシタの代表例としては
、電気二重層キャパシタ、リチウムイオンキャパシタ等がある。
【０１２１】
　キャパシタの場合は、図９（Ｂ）に示す二次電池の正極活物質層９７７の代わりに、リ
チウムイオンおよびアニオンの一方または双方を可逆的に吸蔵放出できる材料を用いれば
よい。なお、正極活物質層９７７の代表例としては、活性炭、導電性高分子、ポリアセン
有機半導体（ＰＡＳ）がある。
【０１２２】
　リチウムイオンキャパシタは、充放電の効率が高く、急速充放電が可能であり、繰り返
し利用による寿命も長い。
【０１２３】
　負極９６３に実施の形態１に示す負極を用いることで、放電容量が高く、繰り返し充放
電による電極の劣化を低減した蓄電装置を作製することができる。
【０１２４】
　また、蓄電装置の一形態である空気電池の負極に実施の形態１に示す集電体および活物
質層を用いることで、放電容量が高く、繰り返し充放電による電極の劣化を低減した蓄電
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装置を作製することができる。
【０１２５】
　また、本実施の形態は、他の実施の形態に記載した構成と適宜組み合わせて実施するこ
とが可能である。
【０１２６】
（実施の形態３）
　実施の形態１で説明したシリコン結晶体は、その形状を活かし、次のような用途にも用
いることができる。例えば、測定機器に用いられている探針（プローブ）、電子銃、また
はＭＥＭＳ（Ｍｉｃｒｏ　Ｅｌｅｃｔｒｏ　Ｍｅｃｈａｎｉｃａｌ　Ｓｙｓｔｅｍｓ）に
も用いることができる。
【０１２７】
　さらに、本実施の形態では、実施の形態２で説明した蓄電装置の応用形態について図１
０および図１１を用いて説明する。
【０１２８】
　実施の形態２で説明した蓄電装置は、デジタルカメラやビデオカメラ等のカメラ、デジ
タルフォトフレーム、携帯電話機（携帯電話、携帯電話装置ともいう）、携帯型ゲーム機
、携帯情報端末、音響再生装置等の電子機器に用いることができる。また、電気自動車、
ハイブリッド自動車、鉄道用電気車両、作業車、カート、車椅子等の電気推進車両に用い
ることができる。ここでは、電気推進車両の代表例として、電動自転車と車椅子を用いて
説明する。
【０１２９】
　図１０は電動自転車（電動アシスト自転車ともいう。）の斜視図である。電動自転車１
００１は、使用者が座るサドル１００２、ペダル１００３、フレーム１００４、車輪１０
０５、車輪１００５を操舵するハンドル１００６、フレーム１００４に装着された駆動部
１００７、ハンドル１００６付近に設置された表示装置１００８を有している。
【０１３０】
　駆動部１００７は、モーター、バッテリー、コントローラなどを有している。コントロ
ーラは、バッテリーの状況（電流、電圧、バッテリー温度など）を検出し、走行時にはバ
ッテリーからの放電量を調整することでモーターを制御し、充電時には充電量の制御を行
う。また、駆動部１００７に、使用者がペダル１００３を踏む力や、走行速度などを検知
するセンサーを設け、センサーからの情報に応じてモーターを制御してもよい。なお、図
１０では、駆動部１００７をフレーム１００４に取り付ける構成を示しているが、駆動部
１００７の取り付け位置はこれに限定されない。
【０１３１】
　表示装置１００８には表示部、切り換えボタンなどが設けられている。表示部において
バッテリー残量や走行速度などを表示する。また、切り換えボタンによって、モーターの
制御や、表示部の表示の切り換えを行う。なお、図１０では、表示装置１００８をハンド
ル１００６の周辺に取り付ける構成を示しているが、表示装置１００８の配置はこれに限
定されない。
【０１３２】
　実施の形態２で説明した蓄電装置を、駆動部１００７のバッテリーに用いることができ
る。駆動部１００７のバッテリーは、プラグイン技術や非接触給電による外部からの電力
供給により、充電をすることができる。また、実施の形態２で説明した蓄電装置を、表示
装置１００８に用いてもよい。
【０１３３】
　図１１（Ａ）は電気自動車１１０１の斜視図である。図１１（Ｂ）は、図１１（Ａ）で
示した電気自動車１１０１の透視図である。電気自動車１１０１は、モーター１１０３に
電流を流すことによって、動力を得るものである。電気自動車１１０１は、モーター１１
０３に流す電流を供給するためのバッテリー１１０５、および電力制御部１１０７を有す
る。なお、図１１では、バッテリーを充電する為の手段として、特に図示しないが、別途
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発電機等を設けて、充電する構成としてもよい。
【０１３４】
　実施の形態２で説明した蓄電装置をバッテリー１１０５に用いることができる。バッテ
リー１１０５は、プラグイン技術や非接触給電による外部からの電力供給により充電をす
ることができる。なお、電気推進車両が鉄道用電気車両の場合、架線や導電軌条からの電
力供給により充電をすることができる。
【０１３５】
（実施の形態４）
　本実施の形態では、本発明の一態様に係る蓄電装置の一例である二次電池を、無線給電
システム（以下、ＲＦ給電システムと呼ぶ。）に用いた場合の一例を、図１２および図１
３のブロック図を用いて説明する。なお、各ブロック図では、受電装置および給電装置内
の構成要素を機能ごとに分類し、互いに独立したブロックとして示しているが、実際の構
成要素は機能ごとに完全に切り分けることが困難であり、一つの構成要素が複数の機能に
係わることもあり得る。
【０１３６】
　はじめに、図１２を用いてＲＦ給電システムについて説明する。
【０１３７】
　受電装置６００は、給電装置７００から供給された電力で駆動する電子機器または電気
推進車両であるが、この他電力で駆動する装置に適宜適用することができる。電子機器の
代表的としては、デジタルカメラやビデオカメラ等のカメラ、デジタルフォトフレーム、
携帯電話機（携帯電話、携帯電話装置ともいう）、携帯型ゲーム機、携帯情報端末、音響
再生装置、表示装置、コンピュータ等がある。また、電気推進車両の代表例としては、電
気自動車、ハイブリッド自動車、鉄道用電気車両、作業車、カート、車椅子等がある。ま
た、給電装置７００は、受電装置６００に電力を供給する機能を有する。
【０１３８】
　図１２において、受電装置６００は、受電装置部６０１と、電源負荷部６１０とを有す
る。受電装置部６０１は、受電装置用アンテナ回路６０２と、信号処理回路６０３と、二
次電池６０４とを少なくとも有する。また、給電装置７００は、給電装置用アンテナ回路
７０１と、信号処理回路７０２とを少なくとも有する。
【０１３９】
　受電装置用アンテナ回路６０２は、給電装置用アンテナ回路７０１が発信する信号を受
け取る、あるいは、給電装置用アンテナ回路７０１に信号を発信する役割を有する。信号
処理回路６０３は、受電装置用アンテナ回路６０２が受信した信号を処理し、二次電池６
０４の充電、二次電池６０４から電源負荷部６１０への電力の供給を制御する。また、信
号処理回路６０３は、受電装置用アンテナ回路６０２の動作を制御する。すなわち、受電
装置用アンテナ回路６０２から発信する信号の強度、周波数などを制御することができる
。電源負荷部６１０は、二次電池６０４から電力を受け取り、受電装置６００を駆動する
駆動部である。電源負荷部６１０の代表例としては、モーター、駆動回路等があるが、そ
の他の電力を受け取って受電装置を駆動する装置を適宜用いることができる。また、給電
装置用アンテナ回路７０１は、受電装置用アンテナ回路６０２に信号を送る、あるいは、
受電装置用アンテナ回路６０２からの信号を受け取る役割を有する。信号処理回路７０２
は、給電装置用アンテナ回路７０１が受信した信号を処理する。また、信号処理回路７０
２は、給電装置用アンテナ回路７０１の動作を制御する。すなわち、給電装置用アンテナ
回路７０１から発信する信号の強度、周波数などを制御することができる。
【０１４０】
　本発明の一態様に係る二次電池は、図１２で説明したＲＦ給電システムにおける受電装
置６００が有する二次電池６０４として利用される。
【０１４１】
　ＲＦ給電システムに本発明の一態様に係る二次電池を用いることで、従来の二次電池に
比べて蓄電量を増やすことができる。よって、無線給電の時間間隔を延ばすことができる
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（何度も給電する手間を省くことができる）。
【０１４２】
　また、ＲＦ給電システムに本発明の一態様に係る二次電池を用いることで、電源負荷部
６１０を駆動することができる蓄電量が従来と同じであれば、受電装置６００の小型化お
よび軽量化が可能である。従って、トータルコストを減らすことができる。
【０１４３】
　次に、ＲＦ給電システムの他の例について図１３を用いて説明する。
【０１４４】
　図１３において、受電装置６００は、受電装置部６０１と、電源負荷部６１０とを有す
る。受電装置部６０１は、受電装置用アンテナ回路６０２と、信号処理回路６０３と、二
次電池６０４と、整流回路６０５と、変調回路６０６と、電源回路６０７とを、少なくと
も有する。また、給電装置７００は、給電装置用アンテナ回路７０１と、信号処理回路７
０２と、整流回路７０３と、変調回路７０４と、復調回路７０５と、発振回路７０６とを
、少なくとも有する。
【０１４５】
　受電装置用アンテナ回路６０２は、給電装置用アンテナ回路７０１が発信する信号を受
け取る、あるいは、給電装置用アンテナ回路７０１に信号を発信する役割を有する。給電
装置用アンテナ回路７０１が発信する信号を受け取る場合、整流回路６０５は受電装置用
アンテナ回路６０２が受信した信号から直流電圧を生成する役割を有する。信号処理回路
６０３は受電装置用アンテナ回路６０２が受信した信号を処理し、二次電池６０４の充電
、二次電池６０４から電源回路６０７への電力の供給を制御する役割を有する。電源回路
６０７は、二次電池６０４が蓄電している電圧を電源負荷部６１０に必要な電圧に変換す
る役割を有する。変調回路６０６は受電装置６００から給電装置７００へ何らかの応答を
送信する場合に使用される。
【０１４６】
　電源回路６０７を有することで、電源負荷部６１０に供給する電力を制御することがで
きる。このため、電源負荷部６１０に過電圧が印加されることを低減することが可能であ
り、受電装置６００の劣化や破壊を低減することができる。
【０１４７】
　また、変調回路６０６を有することで、受電装置６００から給電装置７００へ信号を送
信することが可能である。このため、受電装置６００の充電量を判断し、一定量の充電が
行われた場合に、受電装置６００から給電装置７００に信号を送信し、給電装置７００か
ら受電装置６００への給電を停止させることができる。この結果、二次電池６０４の充電
量を１００％としないことで、二次電池６０４の充電回数を増加させることが可能である
。
【０１４８】
　また、給電装置用アンテナ回路７０１は、受電装置用アンテナ回路６０２に信号を送る
、あるいは、受電装置用アンテナ回路６０２から信号を受け取る役割を有する。受電装置
用アンテナ回路６０２に信号を送る場合、信号処理回路７０２は、受電装置に送信する信
号を生成する回路である。発振回路７０６は一定の周波数の信号を生成する回路である。
変調回路７０４は、信号処理回路７０２が生成した信号と発振回路７０６で生成された一
定の周波数の信号に従って、給電装置用アンテナ回路７０１に電圧を印加する役割を有す
る。そうすることで、給電装置用アンテナ回路７０１から信号が出力される。一方、受電
装置用アンテナ回路６０２から信号を受け取る場合、整流回路７０３は受け取った信号を
整流する役割を有する。復調回路７０５は、整流回路７０３が整流した信号から受電装置
６００が給電装置７００に送った信号を抽出する。信号処理回路７０２は復調回路７０５
によって抽出された信号を解析する役割を有する。
【０１４９】
　なお、ＲＦ給電を行うことができれば、各回路の間に様々な回路を設けてもよい。例え
ば、受電装置６００が信号を受信し整流回路６０５で直流電圧を生成したあとに、後段に



(18) JP 5932256 B2 2016.6.8

10

20

30

40

50

設けられたＤＣ－ＤＣコンバータやレギュレータといった回路によって、定電圧を生成し
てもよい。そうすることで、受電装置６００内部に過電圧が印加されることを抑制するこ
とができる。
【０１５０】
　本発明の一態様に係る二次電池は、図１３で説明したＲＦ給電システムにおける受電装
置６００が有する二次電池６０４として利用される。
【０１５１】
　ＲＦ給電システムに本発明の一態様に係る二次電池を利用することで、従来の二次電池
に比べて蓄電量を増やすことができるので、無線給電の時間間隔を延ばすことができる（
何度も給電する手間を省くことができる）。
【０１５２】
　また、ＲＦ給電システムに本発明の一態様に係る二次電池を利用することで、電源負荷
部６１０を駆動することができる蓄電量が従来と同じであれば、受電装置６００の小型化
および軽量化が可能である。従って、トータルコストを減らすことができる。
【０１５３】
　なお、ＲＦ給電システムに本発明の一態様に係る二次電池を利用し、受電装置用アンテ
ナ回路６０２と二次電池６０４を重ねる場合は、二次電池６０４の充放電による二次電池
６０４の形状の変形と、当該変形に伴うアンテナの形状の変化によって、受電装置用アン
テナ回路６０２のインピーダンスが変化しないようにすることが好ましい。アンテナのイ
ンピーダンスが変化してしまうと、十分な電力供給がなされない可能性があるためである
。例えば、二次電池６０４を金属製あるいはセラミックス製の電池パックに装填するよう
にすればよい。なお、その際、受電装置用アンテナ回路６０２と電池パックは数十μｍ以
上離れていることが望ましい。
【０１５４】
　また、本実施の形態では、充電用の信号の周波数に特に限定はなく、電力が伝送できる
周波数であればどの帯域であっても構わない。充電用の信号は、例えば、１３５ｋＨｚの
ＬＦ帯（長波）でも良いし、１３．５６ＭＨｚのＨＦ帯でも良いし、９００ＭＨｚ～１Ｇ
ＨｚのＵＨＦ帯でも良いし、２．４５ＧＨｚのマイクロ波帯でもよい。
【０１５５】
　また、信号の伝送方式としては電磁結合方式、電磁誘導方式、共鳴方式、マイクロ波方
式など様々な種類があるが、適宜選択すればよい。ただし、雨や泥などの、水分を含んだ
異物によるエネルギーの損失を抑えるためには、周波数が低い帯域、具体的には、短波で
ある３ＭＨｚ～３０ＭＨｚ、中波である３００ｋＨｚ～３ＭＨｚ、長波である３０ｋＨｚ
～３００ｋＨｚ、および超長波である３ｋＨｚ～３０ｋＨｚの周波数を利用した電磁誘導
方式や共鳴方式を用いることが望ましい。
【０１５６】
　本実施の形態は、上記実施の形態と組み合わせて実施することが可能である。
【実施例１】
【０１５７】
　本実施例では、本発明の一態様である蓄電装置の一対の電極に用いるシリコン結晶体に
ついて、図１５乃至図２０を用いて説明する。
【０１５８】
（リチウムイオン二次電池の電極の作製工程）
　はじめに、蓄電装置としてリチウムイオン二次電池を一例に挙げ、リチウムイオン二次
電池の電極の作製方法について説明する。
【０１５９】
　集電体上に活物質層を形成することにより、リチウムイオン二次電池の電極を形成した
。
【０１６０】
集電体の材料としては、チタンを用いた。集電体として、厚さ１００μｍのシート状のチ
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タン膜（チタンシートともいう）を用いた。
【０１６１】
　活物質層としては、本発明の一態様であるシリコン結晶体を用いた。
【０１６２】
　集電体であるチタン膜上にＬＰＣＶＤ法によりシリコン結晶体を形成した。ＬＰＣＶＤ
法によるシリコン結晶体の形成は、原料ガスとしてシランを用い、シランの流量を３００
ｓｃｃｍとして反応室内に原料ガスを導入し、反応室内の圧力を２０Ｐａとし、反応室内
の温度を６００℃として行った。反応室は石英製のものを用いた。集電体の昇温時には、
少量のＨｅを流した。
【０１６３】
　上記工程により得られた結晶性シリコン体をリチウムイオン二次電池の活物質層として
用いた。
【０１６４】
（リチウムイオン二次電池の電極の構成）
　上記工程により得られたシリコン結晶体の平面ＳＥＭ（ｓｃａｎｎｉｎｇ　ｅｌｅｃｔ
ｒｏｎ　ｍｉｃｒｏｓｃｏｐｅ）像を図１４に示す。図１４に示すように、上記工程によ
り得られたシリコン結晶体は、柱状（円柱状、角柱状）または、錐状（円錐状、角錐状）
の突起を複数有することが確認された。このため、活物質層の表面積を増大させることが
できる。また、突起の高さは高いもので、１５～２０μｍ程度の高さを有していることが
確認された。また、突起の高さは高いものだけでなく、その間に突起の高さが低い突起が
複数存在していた。柱状の突起は、チタン膜とシリコン結晶体層との界面から垂直に形成
されているわけではなく、斜め方向に伸長しているものもあることが確認された。したが
って、柱状の突起の高さは、柱状の突起の長さを示しており、柱状の突起の高さがシリコ
ン結晶体領域の厚さとなるわけではない。
【０１６５】
　柱状の突起は頂部が湾曲しているものが観察された。柱状の突起は先端になるほど径が
小さくなるものが観察された。柱状の突起の軸の方向は不揃いであった。
【０１６６】
　次に、上記工程により得られた錐状の突起であるシリコン結晶体の長手方向形状におけ
る断面ＴＥＭ（Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎ　Ｍｉｃｒｏｓｃｏｐｅ）
像を図１５（Ａ）、図１６（Ａ）および図１７（Ａ）に示す。図１５（Ａ）、図１６（Ａ
）、および図１７（Ａ）は、観察試料であるシリコン結晶体を、－１５°から＋１５°の
範囲内におけるそれぞれ異なった傾斜角度で観察したシリコン結晶体の像である。また、
図１５（Ｂ）、図１６（Ｂ）、および図１７（Ｂ）に、図１５（Ａ）、図１６（Ａ）、お
よび図１７（Ａ）の白丸の位置に対応した電子線回折パターンを示す。
【０１６７】
　図１５（Ａ）、図１６（Ａ）および図１７（Ａ）より、異なる傾斜角度で観察すること
で、シリコン結晶体における断面ＴＥＭ像の濃淡（見え方）が不均一に変化していること
が確認された。単結晶シリコンにおける断面ＴＥＭ像では、傾斜角度を変えることで、像
全体の濃淡が均一に変化するため、錐状の突起であるシリコン結晶体は、単結晶シリコン
ではなく、略一致する一の結晶方位を有する複数の結晶領域を含んでいることが確認され
た。
【０１６８】
　また、図１５（Ｂ）、図１６（Ｂ）、および図１７（Ｂ）に示した電子線回折パターン
において、図１５（Ｂ）は、透過スポットと各回折スポットとの距離の比、および透過ス
ポットと各回折スポットを結ぶ直線がなす角度から、＜１１０＞入射を含む回折パターン
であることが確認された。図１６（Ｂ）も同様に、＜１００＞入射を含む回折パターンで
あることが確認できた。図１７（Ｂ）も同様に、＜１１１＞入射を含む回折パターンであ
ることが確認された。
【０１６９】
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　上記回折パターンに指数付けを行った結果、＜１１０＞方向が、錐状の突起であるシリ
コン結晶体を形成している複数の結晶領域における優先方位であることが確認された。さ
らに、図１５（Ｂ）、図１６（Ｂ）、および図１７（Ｂ）に示したシリコン結晶体の伸長
方向と、＜１１０＞方向が略一致していることが確認された。
【０１７０】
　次に、図１８（Ａ）に、上記工程より得られた柱状の突起であるシリコン結晶体の輪切
り断面における断面ＴＥＭ像を示す。さらに、図１８（Ｂ）には、図１８（Ａ）の白丸に
対応する電子線回折パターンを示す。
【０１７１】
　図１８（Ｂ）に示した電子線回折パターンにおいて、透過スポットと各回折スポットと
の距離の比、および透過スポットと各回折スポットを結ぶ直線がなす角度から＜２１１＞
入射を含むことが観察され、さらに、観察される長方形の回折パターンは６０°ずつ回転
していることから、複数の＜２１１＞入射を含む回折パターンであることが確認された。
【０１７２】
　図１９（Ａ）および図２０（Ａ）に、観察試料である柱状の突起のシリコン結晶体を、
－１５°から＋１５°の範囲内におけるそれぞれ異なった傾斜角度で観察した断面ＴＥＭ
像を示す。図１９（Ｂ）および図２０（Ｂ）は図１９（Ａ）および図２０（Ａ）の白丸に
対応する電子線回折パターンを示す。
【０１７３】
　図１９（Ａ）および図２０（Ａ）より、異なる傾斜角度で観察することで、シリコン結
晶体における断面ＴＥＭ像の濃淡（見え方）が不均一に変化していることが確認された。
単結晶シリコンにおける断面ＴＥＭ像では、傾斜角度を変えることで、像全体の濃淡が均
一に変化するため、柱状の突起であるシリコン結晶体においても、単結晶シリコンではな
く、略一致する一の結晶方位を有する複数の結晶領域を含んでいることが確認された。
【０１７４】
　さらに、図１９（Ｂ）および図２０（Ｂ）に示した電子線回折パターンにおいて、透過
スポットと各回折スポットとの距離の比、および透過スポットと各回折スポットを結ぶ直
線がなす角度から＜２１１＞入射を含む回折パターンであることが確認された。さらに、
指数付けを行った結果、図１９（Ｂ）および図２０（Ｂ）に示した＜１１１＞と、柱状の
突起のシリコン結晶体の伸長方向のなす角が、約１５°であることが確認できた。このこ
とから、実施の形態１で説明したように、＜１１１＞と約１５°の角をなす柱状の突起で
あるシリコン結晶体の長手方向は、図１８（Ｂ）より回転軸と示唆される＜２１１＞の投
影した方向と略一致することが確認された。
【０１７５】
つまり、柱状の突起のシリコン結晶体の伸長方向は、柱状の突起を形成する複数の結晶領
域の優先方位である＜２１１＞に略一致することが確認された。
【０１７６】
（リチウムイオン二次電池の作製工程）
　本実施例のリチウムイオン二次電池の作製工程を示す。
【０１７７】
　上記のようにして集電体上に活物質層を形成し、電極を形成した。得られた電極を用い
てリチウムイオン二次電池を作製した。ここではコイン型のリチウムイオン二次電池を作
製した。以下に、コイン型のリチウムイオン二次電池の作製方法について、図２１を参照
して説明する。
【０１７８】
　図２１に示すように、コイン型のリチウムイオン二次電池は、電極２０４０、参照電極
２３２０、セパレータ２１００、電解液（図示せず）、筐体２０６０および筐体２４４０
を有する。このほかにはリング状絶縁体２２００、スペーサー２４００およびワッシャー
２４２０を有する。電極２０４０は、上記工程により得られた集電体２０００上に正極活
物質層２０２０が設けられたものを用いた。参照電極２３２０は、参照電極活物質層２３
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００を有する。参照電極活物質層２３００には、リチウム金属（リチウム箔）を用いた。
セパレータ２１００には、ポリプロピレンを用いた。筐体２０６０、筐体２４４０、スペ
ーサー２４００およびワッシャー２４２０は、ステンレス（ＳＵＳ）製のものを用いた。
筐体２０６０および筐体２４４０は、電極２０４０および参照電極２３２０を外部と電気
的に接続する機能を有している。
【０１７９】
　これら電極２０４０、参照電極２３２０およびセパレータ２１００を電界液に含浸させ
た。そして、図２１に示すように、筐体２０６０を下にして電極２０４０、セパレータ２
１００、リング状絶縁体２２００、参照電極２３２０、スペーサー２４００、ワッシャー
２４２０、筐体２４４０をこの順で積層し、「コインかしめ機」で筐体２０６０と筐体２
４４０とをかしめてコイン型のリチウムイオン二次電池を作製した。
【０１８０】
　電解液としては、ＥＣとＤＥＣの混合溶媒にＬｉＰＦ６を溶解させたものを用いた。
【０１８１】
（比較二次電池の電極の作製工程）
　次に、比較二次電池の電極の作製工程を説明する。リチウムイオン二次電池と比較二次
電池とは、電極活物質層の作製工程が異なる。それ以外の構成は共通しているため、基板
、集電体等の構成は省略する。
【０１８２】
　比較二次電池の活物質層としては、結晶性シリコンを用いた。
【０１８３】
　集電体であるチタン膜上にプラズマＣＶＤ法により非晶質シリコンを形成し、熱処理を
することにより結晶性シリコンを形成した。プラズマＣＶＤ法による非晶質シリコンの形
成は、原料ガスとしてシランとホスフィンを用い、シランの流量を６０ｓｃｃｍ、５ｖｏ
ｌ％ホスフィン（水素希釈）の流量を２０ｓｃｃｍとして反応室内に原料ガスを導入し、
反応室内の圧力を１３３Ｐａとし、基板の温度を２８０℃とし、ＲＦ電源周波数を６０Ｍ
Ｈｚ、ＲＦ電源のパルス周波数を２０ｋＨｚ、パルスのデューティ比を７０％、ＲＦ電源
の電力を１００Ｗとして行った。非晶質シリコンは、厚さが３μｍとなるように形成した
。
【０１８４】
　その後、７００℃で熱処理を行った。該熱処理は、Ａｒ雰囲気中で６時間行った。この
熱処理により、非晶質シリコンを結晶化し、結晶性シリコン層を形成した。上記工程によ
り得られた結晶性シリコン層を比較二次電池の活物質層として用いた。なお、この結晶性
シリコン層には、リン（ｎ型の不純物）が添加されている。
【０１８５】
（比較二次電池の作製工程）
　比較二次電池の作製工程を示す。
【０１８６】
　上記のようにして集電体上に活物質層を形成し、比較二次電池の電極を形成した。得ら
れた電極を用いて比較二次電池を作製した。比較二次電池の作製は、上記リチウムイオン
二次電池の作製と同様にして行った。
【０１８７】
（リチウムイオン二次電池、比較二次電池の特性）
　充放電測定機を用いて、リチウムイオン二次電池、比較二次電池の容量を測定した。充
放電の測定には定電流方式を採用し、２．０ｍＡの電流を約０．２Ｃのレートで充放電し
、上限電圧を１．０Ｖ、下限電圧を０．０３Ｖとして行った。すべての測定は、室温で行
った。
【０１８８】
　リチウムイオン二次電池、比較二次電池の初期特性を表１に示す。表１には、活物質層
の単位体積辺りの容量（ｍＡｈ／ｃｍ３）の初期特性を示す。ここでは、リチウムイオン
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二次電池の活物質層の厚さは３．５μｍ、比較二次電池の活物質層の厚さは３．０μｍと
して容量（ｍＡｈ／ｃｍ３）を算出した。なお、ここに示す容量は、リチウムの放電容量
である。
【０１８９】
【表１】

【０１９０】
　表１に示すように、リチウムイオン二次電池の容量（７３００ｍＡｈ／ｃｍ３）は、比
較二次電池の容量（４０５０ｍＡｈ／ｃｍ３）と比較して、１．８倍程度大きいことが確
認された。
【０１９１】
　また上記のとおり、リチウムイオン二次電池の活物質層は、錐状または柱状の突起の伸
長方向が不揃いであっても良いため、突起と突起の間に隙間が存在している。したがって
、実際にはリチウムイオン二次電池の容量は、表１に示した値より高い場合がある。
【０１９２】
　このように本実施例におけるリチウムイオン二次電池の実容量は、リチウムイオン二次
電池の理論容量（９８００ｍＡｈ／ｃｍ３）に近い値を有している。このように、ＬＰＣ
ＶＤ法を用いて形成した結晶性シリコン層を活物質層として用いることで、容量が向上し
、理論容量に近い容量値を有するリチウムイオン二次電池を作製することが可能である。
【符号の説明】
【０１９３】
１０１　　集電体
１０３　　活物質層
１０３ａ　　シリコン結晶体領域
１０３ｂ　　シリコン結晶体領域
１０５　　破線
１０７　　混合層
１０９　　金属酸化物層
１１１　　集電体
１１３ａ　　錐状の突起
１１３ｂ　　柱状の突起
１１４ａ　　錐状の突起
１１４ｂ　　柱状の突起
１１５　　基板
１１６　　破線
１１７　　破線
１２１　　柱状の突起
１２２　　錐状の突起
２１０　　結晶領域
２１２　　矢印
２１４　　矢印
３１０　　結晶領域
３１２　　矢印
３１４　　矢印
４１０　　結晶領域
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４１２　　矢印
４１４　　矢印
５１２　　矢印
５１４　　矢印
５１６　　矢印
６００　　受電装置
６０１　　受電装置部
６０２　　受電装置用アンテナ回路
６０３　　信号処理回路
６０４　　二次電池
６０５　　整流回路
６０６　　変調回路
６０７　　電源回路
６１０　　電源負荷部
６１１　　結晶領域
６１２　　矢印
６１４　　矢印
６１６　　矢印
７００　　給電装置
７０１　　給電装置用アンテナ回路
７０２　　信号処理回路
７０３　　整流回路
７０４　　変調回路
７０５　　復調回路
７０６　　発振回路
９５１　　蓄電装置
９５３　　外装部材
９５５　　蓄電セル
９５７　　端子部
９５９　　端子部
９６３　　負極
９６５　　正極
９６７　　セパレータ
９６９　　電解質
９７１　　負極集電体
９７３　　負極活物質層
９７５　　正極集電体
９７７　　正極活物質層
１００１　　電動自転車
１００２　　サドル
１００３　　ペダル
１００４　　フレーム
１００５　　車輪
１００６　　ハンドル
１００７　　駆動部
１００８　　表示装置
１１０１　　電気自動車
１１０３　　モーター
１１０５　　バッテリー
１１０７　　電力制御部
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２０００　　集電体
２０２０　　正極活物質層
２０４０　　電極
２０６０　　筐体
２１００　　セパレータ
２２００　　リング状絶縁体
２３００　　参照電極活物質層
２３２０　　参照電極
２４００　　スペーサー
２４２０　　ワッシャー
２４４０　　筐体

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図２１】
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【図１４】 【図１５】

【図１６】 【図１７】
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【図１８】 【図１９】

【図２０】
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